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 業務概要 

 事業実施の背景 

全国的に増加の傾向を示しているシカによる森林被害や捕獲の担い手の不足等の問題

を背景に、林野庁は森林におけるシカ捕獲について、日常的に森林内での作業に従事し

ている林業関係者が被害防除を目的としたシカ捕獲に参画することを推進している。 

しかし、先行事例において、林業事業体等の職員個人の意思やノウハウに活動が左右

される傾向があることや林業事業体等の経営層や現場職員が捕獲に参画する意識は持ち

つつも組織的な体制構築や事業運営についてのノウハウがないことが、参画への障壁に

なっているという課題が見受けられる。 

このため、第三者による支援を通じて、林業関係者がシカ捕獲に参画し、自らまたは

地域関係者等と連携しながら被害防除を行うように誘導する取組をモデル的に行うこと

とした。 

 

 目的 

本業務では、林業事業体等による主体的なシカ捕獲の参画を実現するため、「伴走支援」

により林業関係者による組織的なシカ捕獲への参画のモデルケースを構築し、支援の内

容を組み込んだシカ捕獲体制構築手順書を作成することで普及に向けた仕組みづくりを

行う。なお、初期支援（第３章３．）の結果から一部の目的に変化を加える必要性が認め

られたため、アドバイザリー会議（第２章）におけるアドバイザーからの意見をもとに

林野庁担当官と協議を行い、下記のとおり新たに事業目的を設定した。 

 

⚫ 伴走支援を受ける団体（以下、被支援者という。）の活動目標の達成を目指した支

援を実施する 

⚫ シカ捕獲体制構築手順書として、本事業の事例をもとに捕獲体制の構築から捕獲の

実行までを組み込んだ手順書を作成する 

o 適宜、上記手順書に被支援者の伴走支援の結果から、今後の普及につながる

ような捕獲や担い手の育成に関する項目・事例を取り入れる 

o 適宜、上記手順書にアンケート調査により収集する捕獲等のシカ対策への意

欲や体制構築等に関する情報からシカ捕獲体制の構築に関する項目を取り入

れる。 

 

 業務名 

令和６年度林業関係者等によるシカ被害対策等伴走支援実施事業 

 

 履行期間 

契約の日から令和７年３月 17 日まで 



第１章 業務概要 

2 

 

 発注者 

林野庁 

東京都千代田区霞が関１－２－１ 

 請負者 

株式会社野生動物保護管理事務所 

東京都八王子市小宮町 922-７ 

 

 業務の構成 

本業務の主な作業項目を以下に記す（図 1-７-１）。 

 

 

図１-７-１ 業務の構成 

 

（１） アドバイザリー会議の開催 

アドバイザーとして３名の有識者を招聘し、アドバイザリー会議を２回開催した。 

 

（２） 被支援者の段階に応じた支援の実施 

林野庁が選定した被支援者対し目標の設定から実際の捕獲までの伴走支援を実施した。 

 

① 初期支援 

被支援者に対してヒアリングを実施し、捕獲に関する活動目標の設定を支援した。ま

た、それをもとに伴走支援の内容を決定した。 
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② 事業準備支援 

捕獲の実施に必要な資材を準備し、活動目標の達成に必要な内容の研修を実施した。 

 

③ 事業実行支援 

活動目標の達成のため、捕獲の開始段階及び終了段階の計２回、捕獲に同行し、技術

的な支援を実施した。また、次年度以降の活動目標の再設定を支援した。 

 

（３） アンケート調査の実施 

今後、関連事業との連携した捕獲を推進するため、全国の林業事業体及び都道府県に

対象として、捕獲への参画意向や捕獲条件課題の解決手段の有無に関するアンケート調

査を実施した。 

 

（４） 林業事業体等によるシカ捕獲体制構築手順書の作成 

林業事業体等による主体的なシカ捕獲の参画を実現するため、林業事業体によるシカ

捕獲の普及に向けた仕組みづくりに資する資料として、伴走支援の内容及びアンケート

調査の結果を組み込んだシカ捕獲体制構築手順書を作成した。 

※業務のなかで「シカ捕獲体制構築手順書」は、「林業事業体によるシカ捕獲実施手順

書」に名称を変更した。名称変更の詳しい経緯は第５章に記載した。 

 

（５） 成果報告会の開催 

本事業にて得られた成果を参加が容易なオンラインで実施する報告会にて、行政担当

者向けに共有した。 

 

（６） 計画書の作成等 

① 事業実施計画の作成 

契約締結後すぐに年間スケジュールや事業の実施体制、アドバイザーの候補者等を記

載した事業実施計画書を作成し、林野庁担当職員と打合せ協議を行い、内容の承認を得

た（巻末資料１）。 

 

② 打合せ 

事業の実施にあたり定期的に業務の進捗状況を報告するため、計５回打合せを実施し

た（表１-７-１）。 
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表１-７-１ 打合せ日程 

打合せ 日程 場所 

第１回 令和６年 11 月８日 林野庁 

第２回 令和６年 12 月 10 日 オンライン 

第３回 令和７年 1 月８日 オンライン 

第４回 令和７年２月５日 オンライン 

第５回 令和 7 年３月４日 林野庁 

 

（７） 事業実施結果の報告 

本事業の実施結果を報告書としてとりまとめ、令和７年３月 17 日（月）に成果物の電

子データ及び、「紙」による報告書製本 10 部を林野庁長官あてに提出した。 

なお、電子データについては、林野庁が指定する大容量ファイル転送サービスを用い

て提出した。 
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 アドバイザリー会議の開催 

 開催の目的 

アドバザリー会議はシカ捕獲技術等の知識をもつ有識者等を招集し、本業務における

伴走支援内容と成果物等について、助言を受け、質を向上することを目的に開催した。

アドバザリー会議は業務の進行に合わせて、全２回を開催した。 

 

 アドバイザーの構成 

招集したアドバザイザーを表２-２-１に示した。 

 

表２-２-１ アドバイザー一覧 

所属 役職 氏名 

兵庫県立大学 教授 山端 直人 

一般財団法人 自然環境研究センター 研究主幹 黒﨑 敏文 

有限会社 合田林業 代表取締役 合田 澄男 

 

 

 開催日時 

開催日時等を表２-３-１に示した。いずれの回も日程調整上の都合により、全アドバ

イザーが一同に会することができなかったため、会議と個別ヒアリングを併用した。 

 

表２-３-１ アドバイザリー会議等の開催日時等 

回 名称 開催日時 開催方法 

第１回 アドバザリー会議 令和６年 12 月 24 日 

 10:00－12:00 

オンライン会議 

（Teams） 

個別ヒアリング 令和６年 12 月 26 日 

 14:00－16:00 

対面 

第２回 アドバザリー会議 令和７年 2 月 12 日 

 10：00－12:00 

オンライン会議 

（Teams） 

個別ヒアリング 令和７年 2 月 18 日 

 13：00－15:00 

対面 

第１回、第２回ともに個別ヒアリングは合田氏を対象として実施した。 
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 会議等の記録 

（１） 第１回 

① アドバイザリー会議 

(i) 議事次第 

1．開会 

2．挨拶 

3．議題 

（1）事業概要と被支援者の基礎情報の確認 

（2）支援内容についての意見聴取 

（3）その他 

4. 閉会 

 

(ii) 出席者 

所属 役職 氏名 

アドバイザー 

兵庫県立大学 教授 山端 直人 

一般財団法人 自然環境研究センター 研究主幹 黒﨑 敏文 

発注者 

林野庁研究指導課 森林保護対策室長 門脇 裕樹 

 課長補佐 山下 広 

 森林鳥獣害対策指導官 鶴見 仁 

事務局 

株式会社 野生動物保護管理事務所 取締役 岸本 康誉 

 取締役 平山 寛之 

 主任研究員 小川 博史 

 

(iii) 議事概要 

3.（1） 事業概要と被支援者の基礎情報の確認 

・意見を踏まえた方針 

なし 

 

3.（2）支援内容についての意見聴取 

・意見を踏まえた方針：本業務の成果について 

・ 被支援者と連携が想定される香川東部森林組合の捕獲参画への意向を聞き取る。それ

を踏まえて、連携方法を具体化していく。 

・ 単年度で実施する目標として、資料に記載の“①「五名里山を守る会の伴走支援」の

目標”とする。ただし、林業事業体と連携は本来の本業務の趣旨と重なる重要な視点

となる。そのため、森林組合との連携を検討する中で、捕獲事業体として活動の前提

となる捕獲事業の収益をあげることの重要性の説明や事業としての森林組合との連携

方法の具体化を、支援の中に組み込んでいく。 

・ シカ捕獲体制構築手順書は、被支援者への支援によって得られたものをケーススタデ

ィとして活かしつつ、今後の森林組合等の林業事業者の捕獲への参画につながる一般

的な内容も含めるという方針で、林野庁と事務局で検討の上、作成する 
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・意見を踏まえた方針：本業務で実施する支援内容について 

・ 研修会にて、被支援者と森林組合による連携を見据えたディスカッションを含める調

整を行う。 

※研修会では参加者の都合上ディスカッションの実施が困難であったため、後日ディ

スカッションの場を設けることとした。 

・ 研修会に参加する森林組合には、積極的な参加をいただけるよう、選定者である香川

県から声がけを行うよう依頼する。 

・ 被支援者には足くくりわなの支援を行うが、手順書ではわな全般を扱う。 

・ 安全管理規程について、被支援者に既存の規定があるかを確認した上で、どこに組み

込むかを検討する。 

・ 捕獲に不慣れな森林組合が安全に作業できるよう、作業分担の調整や使用するツール

の工夫等を研修の中に組み込んでいく。 

 

② 個別ヒアリング 

・合田林業様の事業実施体制について 

シカ捕獲事業（以後、

捕獲事業）を貴社で、

受託・実施することと

なった経緯を教えて下

さい。 

・実施に至った経緯（きっかけ） 

地元でシカが増える中で、山を守るためにはシカを減らす必要があ

る。そのために捕るしかないと思った。もともと狩猟をしていたこ

ともあり、有害で捕獲を継続している。 

猟友会に任せる選択肢もなくはないが、それでは捕りやすいところ

でしか捕らないこともあり、守りたいところを守れないと感じてい

る。 

 

・事業受託開始時期（年度） 

シカの捕獲そのものは、有害で 5年ほど前から実施。 

捕獲事業は３年前から㈱野生動物保護管理事務所と実施。 

現在の合田林業様で

の、捕獲事業の受託・

実施状況を教えて下さ

い。 

・捕獲事業の受託頻度 

年に１件（上記の㈱野生動物保護管理事務所との事業） 

 

・過去に受託した捕獲業の規模 

３件（上記の㈱野生動物保護管理事務所との事業） 

現在の捕獲事業の実施

体制を教えて下さい。 

・捕獲事業に従事可能な人数 

狩猟免許所持者４名（銃・わな４名、わなのみ１名） 

 

・社内での役割分担等 

✓事務作業 

（現状、有害中心なので分担はない） 

 

✓捕獲作業 

免許所持者４名 

 

✓その他作業 

人数が必要なときは従業員全員で分担する。 

 

今後の捕獲事業の参入

意向を教えて下さい。 

 

 

・継続する。 

 

・継続する理由として、現状管理している山は自社で買い取った土

地が主である。そのため、自ら実施しなければならないことと捉え
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ている。林業に関わっている人、農家など被害を受けている人が捕

獲をした方が良い。 

 

他の林業事業体が捕獲事業を実施するために必要となる要素等 

捕獲事業を受託する前

に大きな障害となると

想定されるものがあれ

ば教えて下さい。 

シカの捕獲に関心がないこと。自分の土地であれば意識は違う。 

施業を委託される山、つまり自分の山でなければ、管理するモチベ

ーションが低い。放置される山もある。 

森林組合は本業が忙しいのも原因としてあると考える。現実問題と

して、捕獲に割く時間がない。 

上記の障害を越えるた

めに、外部団体等が実

施する支援として必要

なものがあれば教えて

下さい。 

支援としては難しい。 

きちんと捕獲事業としてお金になるのであれば、仕事の仕方もかわ

ると考える。ただし、シカが減って、その結果として捕獲事業がな

くなると、仕事が減るので安定しなくなる懸念がある。 

 

身の回りの林業関係者は、自分たちで捕獲をしてなんとかするとい

う感じは少ない。捕獲に興味がある人もいるが、必ずしも林業に関

わっているわけではない。あとは、銃をもちたくても持てないとい

う最近の状況もある。 

捕獲事業を受託した後

に、林業事業体が円滑

に事業を実施するため

の支援として事業準備

支援と事業実行支援を

想定しています。 

追加で必要な支援また

は強化が必要な支援が

あればご意見ください 

・事業準備支援について 

被支援者のようにすでにイノシシの捕獲をしているのであれば、イ

ノシシとシカの違いのような部分を伝えること。捕獲に関して言え

ばイノシシもシカも基本的には同じである。 

 

・事業実行支援について 

わなをかける場所のような具体的な現地指導は必要であろう。加え

て、捕獲後の安全な止め刺し。ここが一番事故の危険があるので重

要な部分。 

 

・体制整備のために必要な要素等について 

今回の被支援者は「捕

獲従事者が高齢化して

いるため、担い手の育

成を進めたいが方法が

わからない」という課

題を内部で抱えていま

す。この点について、

今後可能な取組や支援

が想定されればご意見

ください。 

捕獲を行うには狩猟や自然が好きという関心が必要。全員というの

は難しい。捕獲に対するモチベーションも、山を守りたい、捕獲が

好きのように人それぞれ。まずは広く声をかけていく。そのうち半

分でも興味を持ってくれるのであれば上出来。 

 

合田林業内では、関心がありそうな職員がいれば、狩猟免許の取得

方法やその後の手続きなどを説明している。また、狩猟免許を取得

後には、一緒に捕獲するような協力も実施している。このような身

近な協力が後押しになっているのかもしれない。 

今回の被支援者は、地

元森林組合と協力し、

「わなの見回り」を依

頼できないかと考えて

います。被支援者と地

元森林組合との協力が

可能と考えられるか、

ご意見ください。ま

た、協力する場合の留

難しいと思う。まずは協力への対価が出せるかという点。できると

すると、森林組合の個別の職員ではなく、トップと協力への合意が

得られること。森林組合を動かそうと思うのであれば、地権者や組

合員から要望をしてもらうのが良いのではないか。 
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意点があれば教えて下

さい。 

今回の被支援者に限ら

ず、林業事業体が他団

体と協力して捕獲事業

を実施する場合に、考

えられる体制や分担が

想定されればご意見く

ださい。 

林業事業体がもっていないデータや知見をもっているようなコンサ

ルとの組み合わせは経験として有用。コンサルがもっているデータ

や知識が捕獲に役立つ場合は確かにある。現場で得られている林業

事業体の経験知との組み合わせになる。 

なにより双方面識がない状態では、なかなかうまくいかないと思

う。関係を構築しておくことが重要である。 

林業事業体が業務とし

て捕獲業務の支援を行

うことは可能でしょう

か。 

可能である。 

具体的には、捕獲穴の掘削、重機等による捕獲個体運搬、埋設処

理、作業道を作ること等はできる。ただし、人も動くし、燃料も使

う。重機は痛んでいくので費用負担は必要。 

 

 

・作業記録様式について 

被支援者が捕獲事業の

作業記録に使用する様

式案を作成しました。

これらについて、容易

に使用できるものにな

っていますでしょう

か。また、記録作業の

負担は許容範囲でしょ

うか。 

・参考資料３ 捕獲業務従事報告書について 

問題ないと思う。負担としても小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

・その他 

今回の事業及び支援内

容等についてご意見等

があればお願いしま

す。 

空いた時間にやるとなれば捕獲作業は自身としてはなんでもない。

逆に、作業者に捕獲を行う余裕があることが必要になる。余裕を作

る必要がある。 

 

始めてしまって、継続すればいずれそれが当たり前になる。当たり

前になるまで、継続できるしくみか支援することが必要になる。 

 

（２） 第２回 

① アドバイザリー会議 

(i) 議事次第 

1．開会 

2．挨拶 

3．議題 

（1）事業概要と第 1 回会議での決定事項等の振り返り 

（2）実施した支援内容の報告と評価 

（3）手順書作成について 

（4）その他 

4. 閉会 
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(ii) 出席者 

所属 役職 氏名 

アドバイザー 

兵庫県立大学 教授 山端 直人 

一般財団法人 自然環境研究センター 研究主幹 黒﨑 敏文 

発注者 

林野庁研究指導課 森林保護対策室長 門脇 裕樹 

 課長補佐 山下 広 

 森林鳥獣害対策指導官 鶴見 仁 

事務局 

株式会社 野生動物保護管理事務所 取締役 岸本 康誉 

 取締役 平山 寛之 

 主任研究員 小川 博史 

 

(iii) 議事概要 

3．（1）事業概要と第 1 回会議での決定事項等の振り返り 

・意見を踏まえた方針 

・ 今回のモデルケースと手順書の対象である林業事業体の違いに留意して、成果をとり

まとめる。 

 

3.（2）実施した支援内容の報告と評価 

・意見を踏まえた方針 

・ 捕獲技術等のステップアップについては、具体的な評価ポイントを定めるなど、基準

を設けて、評価を実施する。 

 

3.（3）手順書作成について 

・意見を踏まえた方針 

・ 手順書は普及啓発の面も含めて利用いただけるよう、既存の捕獲体制を踏まえて自治

体と協力した調整が重要であること、林地での被害対策の一環としての捕獲が地域の

密度管理にもつながることを記載する。 

・ 今回のモデルケースをコラムとして入れることで、特殊な事例が基本的なものと受け

取られないように注意をしながらとりまとめる。 

 

3.（4）その他 

・意見を踏まえた方針 

・ 意見を踏まえて、手順書の作成を進めていく 

 

 

② 個別ヒアリング 

・手順書の構成・内容について 

本手順書の目的達成の

上で、特に重要だと思

う要素があれば教えて

下さい 

まだ自身も有害捕獲の実施は 4 年ほどである。その前提での助言と

なる。本業がある中での捕獲作業となるので時間の確保が必要にな

る。業務外で、実施するとなると、若い人は家庭のことなどで時間

がないので、ある程度の年配の方が動きやすいという状況はある。 
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・林業事業体を対象とする観点において 

本業に支障が出ない範囲とするか、あるいは仕事としてできないと

難しい。 

 

・捕獲の体制を作るという観点において 

捕獲に従事できる人を確保することの難しさがある。方針は団体の

上層部が決めることが重要になる。 

捕獲をこれから開始す

るとなった段階で、林

業事業体は特にどのよ

うなことをについて知

りたいと思うと想定さ

れるでしょうか 

どのようなトラブルが起こり得るかという点。トラブルの内容とし

ては、事故もあるが、人間関係が多い。地権者や地元猟友会とのト

ラブルは避けたいが、地区や個人によって状況が異なるので、これ

をすれば良いということはない。相手によるところが大きいので、

まずはしっかりと説明することが必要である。 

現状の構成案について

必要ない、必要性が低

いと思う項目があれば

教えて下さい 

特になし。 

1章 1．実際に捕獲をし

て、どういったことに

林業事業体によるシカ

捕獲参画の意味や捕獲

のモチベーションを感

じるでしょうか（シカ

の数を減らす、生息密

度を下げることにもモ

チベーションを感じる

か） 

お金というのは一般的にはあるかもしれない。自身は、せっかく植

えた木を守りたい、自分の山を守りたいという思いがある。ジビエ

利用は話題にはあがるが、捕獲個体を利用できるルートがある場合

のみで、一般的にはモチベーションには繋がらないと思う。 

 

捕獲によってシカが減ったという実感を得ることは自身にはある。

山で獣道が減ること、薄くなることで感じる。目撃する機会も減

る。林業に関わる人であれば、捕獲によってシカが減ることはモチ

ベーションにはなるだろう。ただし、捕獲そのものを目的にする

と、シカが減ることで、モチベーションは下がることもあるかもし

れない。 

1章 3．捕獲を始める際

の地元調整としてどん

なことをしましたか。

あるいはどのような点

に注意した調整が必要

でしょうか。 

・調整の実際 

まずは捕獲をすでに行っている人や猟友会支部内でのやり方、ルー

ルを把握するということから始めるのが良いだろう。自身は猟友会

員だったので、状況はわかっていた。 

 

・注意点 

まずは支部の代表に相談をするなり、一報を入れること。事前に説

明することが最も重要。その後の進め方は、地域によって、人によ

って違ってくると思う。 

1章 3．シカの捕獲にお

いて、林業事業体と他

の団体（捕獲事業者）

と協力する場合に想像

できる現実的な捕獲体

制はどのようなもので

しょうか。 

協力はできると思う。代表同士が決めることが重要である。 

 

分担として、年配者がいる場合は、アクセスがきつい場所を若い人

間がやることなどは、まずできる。 

林業関係者として実施できるものとして、場所選定、わなの設置、

見回りは可能であると思う。止め刺しは状況による。イノシシがい

るところは、シカよりも捕獲や止め刺しの危険が大きくなるため、

注意が必要になる。このような場合は、猟友会に依頼して、安全に

止め刺しができる状態を作ることが重要になる。捕獲個体の搬出や

埋設については、林業事業体による実施は可能である。 

2 章 これまでどのよ

うに情報を収集して捕

獲計画（どこで捕獲す

まずは植栽年。植栽した年は重点的に捕獲を実施し、生長具合にも

よるが、その後 3 年生ぐらいまでは、その周辺で捕獲をする。その
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るか、どの程度わなを

かけるか等）を決めて

いるでしょうか 

植栽地付近でシカの通いが多いような場所、作業の負担にならない

ような場所を選んでいる。 

わな設置を行うピンポイントの場所は、通常施業をする中で、現場

で得た情報や過去の捕獲実績をもとにしている。 

3 章 社内で捕獲に従

事する職員に渡してい

る作業書や研修資料な

どはあるでしょうか。

ない場合は、あった方

がよいでしょうか。 

・作業書等の有無 

自社で準備はしてない。自社内の職員ではないが、捕獲に興味をも

つ人がいた際は、狩猟に関するパンフレットを渡したりしている。 

 

・作業書の必要性 

大いに役立ち、特に初心者は非常に助かると思う。準備するものや

やることひとつとっても、はじめはわからないことばかりであった

り、工夫しながら揃えるものであったりするため。 

4 章 捕獲の効果を実

感されますか。またそ

れが定量的に把握でき

るような取組はありま

すでしょうか。 

・捕獲による効果の実感 

実感することはある。獣道が薄くなることを感じる。また、山に通

う時、林道走行時にシカとの遭遇が減ることでも感じる。 

 

・効果の定量的な把握 

肌感覚に近いもの。定量的なものは自身では実施していない。 

5 章 これまでの経験

で、捕獲場所や方法を

変えるのはどのような

ときでしょうか。ま

た、それはどのぐらい

の頻度で、どのような

ことに着目して行いま

すでしょうか。 

・捕獲の方法等 

自身はくくりわな、箱わな、鉄砲をつかって捕獲を行っている。箱

は有害のサル用。シカについて、基本はくくりである。 

 

・方法等を変える際に着目するべき点 

あまり場所を変えない。守りたい場所があって、捕獲をするため。

捕りたいだけの捕獲ではない。作業のしやすさをみて、変更するこ

とはある。 

全体をとおして、不足

していると感じた項目

や情報はないでしょう

か。 

特になし 
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・手順書の普及方法について 

こうした手順書のよう

な新しい情報はどのよ

うな経路で受けること

が多いですか 

手順書はわからないが、有用な情報は森林組合などからが多い。新

しい苗や資材の情報など。 

こうした関連情報を得

る場合に、信頼性が高

いと感じる経路はあり

ますか 

すぐに思いつくものはない。地元で顔が効く人、活発な人から情報

の発信や企画があることはある。 

手順書はどのような形

式であれば手に取りや

すいでしょうか 

年齢が高い層を狙うのであれば紙媒体。若い人であればネットも使

えるので紙とネットの両方が良い。 

手順書が手元にあった

として、それに目を通

すかはどのように決め

るでしょうか 

知人の勧めや、詳しい人から紹介。 

手順書は林野庁ウェブ

サイトに掲載される予

定ですが、このような

方法で他の林業事業体

は情報にアクセス可能

でしょうか 

若い人はアクセスできると思う。ただ、それがウェブサイトにある

ことを知っていないと見られないことはある。 

これまでに「この情報

はもっとはやく知りた

かった」という情報は

ありますか。どのよう

な情報でしょうか。 

新しい苗の情報や、材の販売先の情報などがある。 

その情報はどのような

経路で得ることになり

ましたか。 

つながりのある同業者。自治体から情報を貰える場合もある。 

シカ捕獲に参画したい

と考えている林業事業

体がいたとして、この

手順書はどのように発

信すれば届くでしょう

か 

狙って届けるというのは難しい。狙いをつけずに広く目に入るよう

にするしかないのではないか。 

施業地でシカ被害があ

った場合、どこに相談

するでしょうか（優先

順、複数可）。 

自分たちの地域の場合はまず地区の猟友会。市や県に連絡をするこ

ともある。 

 

・その他 

今回の事業及び支援内

容等についてご意見等

があればお願いしま

す。 

特になし 
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 被支援者の段階に応じた支援の実施 

 支援の目的 

本業務では当初、林業事業体等による主体的なシカ捕獲の参画を実現するため、新た

にシカ捕獲に参画しようとする林業事業体に対し、目標の設定から実際の捕獲までを伴

走支援することで、シカ捕獲への参画のモデルケースを構築することを想定していた。

しかし、初期支援（第３章３．（１））で実施したヒアリングの結果から被支援者は当初

の想定とは異なる「すでに捕獲の実績（捕獲体制）があり、作業の一部に林業施業が含

まれる地域団体」であることがわかった。 

この結果を受けて、本支援の実施目的に変化を加える必要性が生じたため、林野庁担

当官と協議を行い、「被支援者の活動目標の達成を目指した支援を実施する」ことを目的

として設定し、そうして実施された支援の結果を適宜、シカ捕獲体制構築手順書に反映

することとした。 

 

 実施した支援の全体像 

（１） 支援の概要 

本支援は、林野庁が選定した被支援者に対して実施した。 

支援の内容は目標の設定から実際の捕獲までとした。被支援者は別途香川県が発注す

る「令和６年度シカ等の捕獲に係るわな設置等支援業務（以下、わな設置業務という。）」

の受注者であったため、実際の捕獲作業を伴う支援はわな設置業務の捕獲作業に付随し

て実施した。また、わな設置業務では、別途香川県が発注する「令和６年度香川県ドロ

ーンによるニホンジカ生息状況調査及び解析業務（以下、ドローン調査業務という。）」

の結果からわなの設置を行うこととされていたため、ドローン調査業務の報告から被支

援者とともに選定した捕獲候補地において支援を実施した。 

 

（２） 被支援者 

林野庁により、下記の団体が被支援者として選定された。 

団体名：一般社団法人五名里山を守る会 

所在地：香川県東かがわ市五名 1850 

 

（３） 支援体制 

令和６年度林業関係者等によるシカ被害対策等伴走支援実施事業提案書（以下、提案

書という。）では、表３-２-１の支援体制及びサポート内容による支援の実施を想定して

いたが、被支援者の組織体制や作業体制、希望する連絡方法（電話及び FAX）に合わせて

表３-２-２のとおり支援体制を再検討した。 
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表３-２-１ 提案書内で想定していた支援体制及びサポート内容 

【提案書内で想定していた支援体制】 

⚫ 被支援者の現場職員による捕獲や安全管理、作業管理等を支援する「現場サポー

ター」及び被支援者の職員による組織的な体制構築、事業のリスク評価、経営目

標の設定を支援する「事業推進サポーター」の配置により、組織による主体手的

な取組を現場の実情に合わせて支援する体制 

 

【提案書内で想定していたサポート内容】 

⚫ 林業事業体がシカ捕獲に参画に関する意思決定を行うの際に行う、捕獲のメリッ

トとリスクを考慮した経営的な判断をサポートする 

⚫ 猟友会等の他の捕獲従事者との連携をサポートする 

⚫ 伴走支援終了後も自主的に事業の見直しや捕獲の効果検証を実施していくため、

捕獲体制の一つとして自治体や専門家との連携体制の構築をサポートする体制 

⚫ 「被支援者による主体的な活動」を基本とした、被支援者の課題整理と改善方針

検討、その進行をスプレッドシートを用いた管理によりバックアップする 

 

 

表３-２-２ 再検討した支援体制及びサポート内容 

【再検討した支援体制】 

⚫ 「現場サポーター」と「事業推進サポーター」の役割を兼任する主立つ担当者を

１名配置し、被支援者の組織事情や要望、予定に柔軟に対応することで、組織に

よる主体的な取り組みを伴走支援できる体制 

 

【再検討したサポート内容】 

⚫ 被支援者の代表を通じて被支援者の課題整理と改善方針検討、その進行を管理

し、事業の進行をバックアップする 

⚫ 支援の各段階において打合せを設定し、事業内容やシカ対策への理解の促進や被

支援者の捕獲に関する意向の確認をサポートする 

⚫ 被支援者の意向に沿って事業準備支援や事業実行支援の内容を検討し、被支援者

のステップアップをサポートする 

⚫ 捕獲の新たな担い手である被支援者の新人作業員の成長をサポートする 

 

 

（４） 支援項目 

⚫ 初期支援 

o 活動目標の設定を支援 

o 支援内容の検討 

⚫ 事業準備支援 

o 資材の準備 

o 研修の実施 

⚫ 事業実行支援 

o 捕獲開始段階における支援 

o 捕獲実行中における支援 

o 捕獲実行後における支援  
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（５） 実施した支援のスケジュール 

11 月 28 日 被支援者ヒアリング（初期支援）--┐ 

12 月 10 日 林野庁と支援方針を協議          ｜―この間、捕獲資材準備（事業準備支援） 

12 月 24 日 第 1 回アドバイザリー会議        ｜ 及びアドバイスをもとに支援内容修正 

                                            | 

１月６,７日 研修会の実施（事業準備支援）----┘ 

１月９日  捕獲事業参画に関する被支援者の意向確認及び 

事業実行支援の内容に関する打合せ（事業実行支援） 

※香川県同席 

１月中旬  ドローンによる捕獲候補地調査（香川県発注事業） 

１月 21日  ドローンによる調査結果を被支援者に報告（香川県事業受注業者が実施） 

１月 22 日  捕獲候補地でのわな設置支援等----------------┐ 

（捕獲を始める段階における事業実行支援）    |－この間、わなの見回りは 

                                                        | 被支援者が実施 

1 月 28 日  捕獲状況の確認及び今後の捕獲の改善支援等----┘ 

（実行中及び実行後における事業実行支援） 

※被支援者はそのまま捕獲を継続するため、実行中、実行後の支援を同時

に実施 
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 支援の実施内容と得られた成果 

（１） 初期支援 

① 初期支援の概要 

⚫ 活動目標の設定 

ヒアリングを実施し、被支援者の捕獲に関する将来構想や現在感じている捕獲に

関する課題を抽出した。そうして抽出された将来構想を実現するために必要な今

年度の活動目標の設定を支援した。 

⚫ 課題の解決に向けた事業内容の検討 

今年度の活動目標を達成するために必要な伴走支援の内容をヒアリングの結果や

周辺の被害防止計画の作成状況、被害防止実施隊と有害捕獲隊の活動状況を鑑み

ながら決定した。 

⚫ 作業フローの作成 

被支援者が円滑に捕獲作業を進められるよう、被支援者の状況に合わせて作業フ

ローを作成した。 

 

② 実施した支援の詳細 

(i) 活動目標の設定 

1） ヒアリングの実施 

被支援者の捕獲に関する将来構想や現在感じている捕獲に関する課題を抽出するため、

令和６年 11 月 28 日に被支援者に対しヒアリングを実施した。 

ヒアリングにおいては、被支援者と本業務に関する認識を共有するため、本事業の概

要や想定している支援体制、林業事業体によるシカ捕獲の意味、支援進行管理方法の説

明を行った。しかし、想定していた支援内容や支援進行管理は、被支援者の作業体制に

合わず実施が難しいことがわかったため、支援内容を被支援者の既存の作業体制に合わ

せたものに変更した。 

※ヒアリング結果には、被支援者の組織情報を含むため、別途電子データとして発注

者である林野庁に提出した。 
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2） 組織の将来構想及び抱えている課題の整理 

ヒアリングの中で、被支援者が組織の将来構想を持っており、その将来構想の実現の

ためにシカ対策の強化・継続に関してモチベーションを感じていることがわかった。ま

た同時に、将来構想の実現に向けて解決すべき課題を抱えていることがわかった。 

 

【組織の将来構想】 

⚫ シカの増加を抑制し地域の里山を守れる組織 

【抱えている課題】 

⚫ 対策の強化（効率化） 

o シカの対策に関する知識不足 

⚫ 対策の継続 

o 担い手の育成 

 

3） 活動目標の設定 

前述の被支援者が課題を解決し、組織の将来構想を実現するため、今年度の活動目標

として下記の項目を掲げた。 

 

【活動目標】 

⚫ 今後、被支援者が活動を続ける香川県東かがわ市において、地域住民に対し被

害対策方法を教える地域リーダーのような活動や効率的な捕獲を実施できるよ

うにシカについての知識や対策の技術を移転し、ステップアップをしていただ

く 

⚫ 被支援者が引き続き捕獲を続けていくために、捕獲の担い手を育成する仕組み

づくりを支援する 

 

(ii) 課題の解決に向けた支援内容の検討 

1） 被支援者の活動地域周辺のシカ対策等に関する情報の調査 

ヒアリングにおいて抽出された課題の解決に向けた事業内容を検討するため、被支援

者ヒアリングで把握された情報のほかに、周辺の被害防止計画の作成状況や被害防止実

施隊、有害捕獲隊の活動状況等の情報を調査・整理した。 

 

2） 課題の解決に向けた計画 

課題の解決に向けた計画として、事業準備支援及び事業実行支援の内容を検討した

（検討した内容については３章３．（２）及び３章３．（３）に記載）。 
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(iii) 作業フローの作成 

被支援者が円滑に捕獲作業を進められるよう、事業実施に必要な関連する作業フロー

の作成を支援するため、基盤となる林業施業等の日常的に実施される作業についてヒア

リングを実施した。しかし、被支援者は恒常的に林業施業をしておらず、基盤となる作

業フローがなかったため、一般的な捕獲事業の実施で想定される作業フローを作成した。

作成した作業フローは標準作業書に含め、伴走支援の中で適宜ブラッシュアップを図っ

た（図３-３-１）。 

 

 

図３-３-１ 標準作業書に記載した作業フロー図 

 

③ 初期支援の実施によって得られた成果 

⚫ 捕獲参画のモチベーションと現状感じている課題感の双方を抽出することで、現実

的な活動目標の設定が可能となり、そうした目標の中で行われる無理のない活動が

被支援者の活動意欲の維持につながることがわかった。 

⚫ 課題抽出を行い活動目標の設定をすることは、捕獲事業の方向性を明確にし、その

後の捕獲事業内容の検討に大きく寄与する取組であることがわかった。  
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（２） 事業準備支援 

① 事業準備支援の概要 

⚫ 資材準備 

試行取組として行う捕獲作業の準備として被支援者の体制に合わせて必要な資材を

準備した。 

⚫ 研修の実施 

捕獲の工程管理や安全管理等の一般的な内容に加え、被支援者が抱えている課題で

ある「シカの対策に関する知識不足」や「担い手の育成」の解決に繋がる内容の研

修を実施した。 

 

② 実施した支援の詳細 

(i) 資材準備 

1） 標準作業書 

捕獲作業を円滑に実施するとともに今後の担い手の育成に資するものとして、作業フ

ローを含む現場運用に関するマニュアルとして標準作業書を作成した（図３-３-２、巻

末資料３）。 

 

 
図３-３-２ 作成した標準作業書の表紙 
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2） 安全管理規定（例） 

被支援者はすでに有害鳥獣駆除を実施しており、既存の体制のまま、より安全に捕獲

作業を実施するための安全管理の方法を求めていた。このため、本支援では捕獲事業を

実施する際に作成する安全管理規定という枠組で安全管理の方法を示すのではなく、標

準作業書へ作業項目ごとの安全管理の方法を記載することとした。 

一方で、林業事業体が捕獲事業を実施する場合には、組織としての安全管理体制を整

えるために「規程」としての枠組みが適切であるため、別途、捕獲に関する安全管理規

程を作成する際に参考となるような普及に向けた安全管理規程（例）を作成した（図３-

３-３、巻末資料４）。 

 

 

図３-３-３ 安全管理規程（例）１ページ目 
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3） 捕獲資材 

被支援者はすでに捕獲を実施しているため、基本的な捕獲資材の準備は整っている状

況であった。このため、本支援では実施する捕獲作業の安全面や効率面の強化を目的と

して、以下の資材を準備した。 

 

⚫ わな設置周知看板 

⚫ 捕獲個体保定具（錯誤捕獲対応資材含む） 

⚫ センサーカメラ 

 

4） 作業記録簿 

捕獲の状況を適切に把握し、円滑に作業が進むように日報という形で様式を作成した

が、被支援者の作業実態に適していなかったため、改めて作業記録簿として一括で作業

を記載できる様式を作成した。 

 

(ii) 研修 

1） 研修会の内容 

本支援において実施した研修会は、捕獲事業を実施する際の工程管理や安全管理に関

する内容を基本とするとともに、活動目標である被支援者のスキルアップや担い手の育

成に繋がる内容として被支援者から希望があったシカの誘引捕獲の方法やセンサーカメ

ラの活用方法等を内容に含めた。 

研修会は 2 日間（1 日目は全日、2 日目は半日）の開催とした。研修会は参加者である

被支援者及び森林組合の参加都合から 1 日目を被支援者に向けた内容、2 日目を森林組合

に向けた内容とした。 

 

2） 研修会の工程 

1 日目（令和７年１月７日） 

※被支援者から 10 名程度、香川県及び東かがわ市から６名が参加 

 

座学Ⅰ：鳥獣捕獲の工程管理 

鳥獣捕獲等事業の基本的な工程管理の方法について講義 

 

座学Ⅱ：鳥獣捕獲の安全管理 

鳥獣捕獲等事業の基本的な安全管理の方法について講義 

 

座学Ⅲ：鳥獣の捕獲や被害対策に関連する法令等 

鳥獣保護管理法・鳥獣被害対策特措法などについて講義 

 

座学Ⅳ：シカによる被害の対策：里山編 

里山におけるシカによる被害対策について講義 

 

実習Ⅰ：シカの被害対策及び誘引捕獲方法 

シカ等の野生鳥獣による被害対策とシカの誘引捕獲方法について説明、実演 
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 箱わなの及びくくりわなの設置方法について実演 

 誘引捕獲方法について説明 

 シカの痕跡について説明 

 錯誤捕獲の対応方法実演 

 わな設置及び捕獲記録アプリの説明、体験 

 

2 日目（令和７年１月８日） 

※被支援者から 2 名、香川東部森林組合及び香川県森林組合連合会から３名、香

川県及び東かがわ市から６名が参加 

 

座学Ⅴ：シカによる被害の対策：林業施業地編 

林業施業地におけるシカによる被害対策について講義 

 

実習Ⅱ：シカの痕跡等の紹介・猟具の基本的な取扱い 

シカの捕獲に使用するわなの取り扱いや設置方法方法、センサーカメラの活用方

法について実演、説明 

 

 わな（くくりわな、箱わな）の設置から止めさし、搬出までを含めて実演 

 シカの痕跡について説明 

 センサーカメラの操作、設置方法を説明、実演 

 防鹿柵及び電気柵の設置方法を柵を見ながら説明 

 

 

 
写真３-３-１ 研修会の様子（座学） 
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写真３-３-２ 研修会の様子（実習） 
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3） 研修会の所感 

研修の実施後、打合せにおいて被支援者の代表から下記のとおり所感をいただいた。 

※所感をいただいたのは事業実施支援（３章３．（３））の打合せ時であるが、関連す

るためこちらに詳細を記載した。 

 

研修の所感 

 

 

 

 

 

 

【質問】 

内容は適切であったか。また、追加で知りたい内容はないか。 

 

【回答】 

・研修や準備いただいたもの（標準作業書）は新人だけでなくベテ

ランを含めても学ぶことが多かったと感じる。 

・シカの生態から現状を把握できるということ（分散時の雌雄傾向

等）を知れたことは非常にためになった。 

・シカの痕跡についても今まで認識していなかったことを改めて学

ぶことができた。 

・安全管理についてもレベルアップできたと感じる。 

・法律についても再確認できてよかった。 

・エサを用いた誘引方法についても学べたことで早速試せている。 

・追加とすると捕獲個体の処理のシステムを確保する方法があれば

知りたい。 

・センサーカメラはぜひ活用したい。 

 

【決定事項】 

・個体の処理については、森林組合との連携に関する打合せを別途

設置し検討する。 

→森林組合との打合せが設定できなかったため、本件については香

川県に検討を引き継ぐこととした。 

・事業実行支援においてセンサーカメラを貸し出して使用する機会

を設ける。 

 

 

③ 支援の実施によって得られた成果 

⚫ 被支援者からは、今回の資材準備及び研修は、新人だけでなくベテランも含めた組

織全体のレベル向上（被支援者の活動目標のである「シカ対策のステップアッ

プ」）に寄与したとの所感をいただいた。特に、研修で安全管理の重要性が伝わっ

たことで、被支援者が自発的に捕獲体制の変更を行ったことは大きな成果であっ

た。 

⚫ 標準作業書は当初捕獲を始める段階での活用を想定していたが、そうした段階だけ

でなく、捕獲を継続するための「担い手の育成」にも応用できることが分かった。 
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（３） 事業実行支援 

① 事業実行支援の概要 

⚫ 捕獲をはじめる段階における支援 

事前に被支援者と捕獲の工程等の確認をし、ドローン調査によって選定されたわな

設置候補地におけるわな設置作業に同行した。設置作業では被支援者の代表及び新

人に対しシカの痕跡からわなの設置方法、センサーカメラの設置方法等を指導した。 

⚫ 捕獲実施中および実施後における支援 

わなを設置した現場の見回り作業に同行し状況の確認を行った。現場においては止

めさしの方法やわなのメンテナンス方法の指導を実施した。 

終了後は被支援者に対し、体制等の見直しや支援内容の評価に関するヒアリングを

実施した。また、現場では被支援者が引き続き捕獲を実施するため、今後の捕獲作

業の改善支援を実施した。 

 

② 実施した支援の詳細 

(i) 捕獲をはじめる段階における支援 

1） 事前打ち合わせ 

事業実行支援の開始に伴い、令和 7 年 1 月 10 日に支援の内容を最適化するための打合

せを設定し、被支援者に対して以下の説明や検討を行った。 

 

⚫ 事業内容の再説明 

設定した活動目標や支援の意味等の再確認をするため、被支援者に対し事業内容に

ついて改めて説明を行った。 

⚫ 被支援者の今後の捕獲の取り組み方についての確認 

本支援の内容をより実態に合ったものにするため、被支援者が今後の捕獲をどの様

に実施したいと考えているかを把握するための確認を行った。 

⚫ 事業実行支援の内容についての検討 

被支援者とともに、活動目標の達成に必要な実行支援の内容について検討した。 

⚫ 事業準備支援として作成した資料の確認 

以下の資料の確認と配布を実施した。 

 標準作業書 

安全管理項目や作業項目の内容について確認し、被支援者とともに緊急連絡体

制を作成した。作成した標準作業書については後日被支援者に配布した。 

 作業日報 

日報として作業の進捗を管理するための様式の内容を確認した。 

しかし、日報は被支援者の作業実態に適していなかったため、改めて作業記録

簿として一括で作業を記載できる様式を作成し、後日事業発注元である香川県

に送付した。  
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⚫ 研修の所感についての確認 

実施した研修会の所感についてヒアリングを実施した。 

※詳細は３章３．（２）に記載した。 

 

2） わな設置への同行 

実行支援としてわなの設置現場に同行して以下の項目について指導した。 

⚫ 連絡体制の再確認 

配布した標準作業書内の緊急連絡体制の内容を再度確認した。 

⚫ ドローン調査結果をもとにした捕獲場所の検討 

被支援者ともにドローン調査結果から捕獲場所を検討した。 

⚫ 痕跡の発見方法 

現場において実際の痕跡を発見し、痕跡の内容を説明した。 

⚫ くくりわなの設置方法（誘引含む） 

わなの設置位置までのアプローチや、誘引餌の撒き方、くくりわなの設置方法等を

指導し、実際に被支援者にわなを設置していただいた（写真３-３-３）。 

⚫ センサーカメラの設置 

センサーカメラの設置方法を指導し、被支援者にセンサーカメラの設定から設置ま

でをしていただいた（写真３-３-４）。 

 

 

写真３-３-３ わなを設置する様子 

※捕獲候補地とは別の場所での設置指導時の写真  
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写真３-３-４ 設置されたセンサーカメラ 
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(ii) 捕獲の実施中及び実施後に行う支援（現場の運用方法の確認、問題とその原因の洗い

出し） 

1） 見回り作業への同行 

わなの見回り作業に同行し、以下の項目について確認、指導した。 

⚫ 安全な止めさし方法 

見回り時にイノシシが罠にかかっていたため、安全な止めさし方法について指導し

ながら被支援者に実際に止めさしをしていただいた（写真３-３-５）。 

⚫ わなのメンテナンス 

設置されたわな及び捕獲があったわなのメンテナンス方法を指導した。 

⚫ 誘引餌の状況の確認 

誘引餌の状況から今後の捕獲についてのアドバイスを行った（詳細はヒアリング及

び改善支援に記載）。 

⚫ センサーカメラの撮影状況の確認 

センサーカメラの撮影状況から今後の捕獲についてのアドバイスを行った。 

 

 
写真３-３-５ 捕獲され保定されたイノシシ 
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2） ヒアリング及び改善支援 

支援の終了に際して支援内容の評価ヒアリング実施し、そのなかで改善支援を行った。 

 

事業実行支援（捕獲支援）の内容について 

現状の捕獲作業につい

て 

【質問】 

作業に無理はないか（ヒヤリハット等含む）。 

 

【回答】 

・これまでも捕獲を実施してきたので特に無理は感じない。研修で

学んだことも安全管理等に生かせている。 

 

【質問】 

困りごとや要望はないか。 

 

【回答】 

・ドローンの調査の時期が遅かった。捕獲開始当初に捕獲数が集中

している状況であるため、早い時期に調査ができたらもっと成果

が出たように思う。 

・研修で学んだ安全管理面を考慮して複数人で作業ができるように

班編成をしたため、班で時間を合わせる等の手間が新たに発生し

た。 

 

【改善支援】 

・支援者から香川県に対し、こうした状況のフィードバックを行

い、今後の改善を図る。 

・被支援者の実態に合わせた体制のブラッシュアップとして、見通

しが悪い場所の見回りや止めさしを行う場合のみ、必ず複数人で

対応する体制を提案した。 

 

【質問】 

新人のステップアップ状況はどうか。 

特別な支援が必要か。 

 

【回答】 

・実際に現地で新人に指導していただけてよかった。初めて自分の

かけたわなで捕獲を経験できた新人もおり、良い経験になったと

思う。 

・今回の研修のような機会は、新人だけでなくベテランも学ぶこと

が多かったと感じている。ベテランメンバーは今まで自己流でや

ってきたものに新しい知見を加えて確実にステップアップできた

と感じている。 

・今回の支援を受けた経験から、新人に捕獲の成功体験を積ませる

ことは技術の向上意欲にもつながることがわかったため、今後は

新人をなるべく現場連れていくような体制を検討している。 

 

【改善支援】 

・新人の育成体制として、多忙な若い世代である新人を班編成に組

み込み、ベテランへの同行やわなの見回りの代行など、複数人で

わなを管理する体制を提案した。 
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【質問】 

支援の中で設置したセンサーカメラの撮影映像にはシカがかなりわ

なや誘引餌を警戒している様子が映っており、捕獲の継続によって

スレが生じている可能性が示唆された。この状況から今後の捕獲を

どう続けるべきと考えているか。 

 

【回答】 

・誘引餌をについてはもう少し様子を見て使用を続けるか判断した

い。 

・わなについては 10 日程度設置して、捕獲が無ければ警戒されてい

ると判断して移設をすることを考えている。 

 

【改善支援】 

・誘引餌についてはしばらく様子を見て採食が無ければ、誘引効果

をより強化するために醤油や塩をまくことも有効であると説明し

た。それでも効果が無ければ誘引が難しいと判断し、獣道にわな

を設置する方法を主に活用すべきであると助言を行った。 

・わなはある程度 1 か所に集中して設置している場合が多いため、

そうした場所にセンサーカメラを設置し、誘引の状況等を確認す

ることを提案した。 

 

活動目標の達成につい

て 

【質問】 

今回の支援によって活動目標は達成されたか 

 

【回答】 

・新人からベテランまでシカ対策を幅広く学ぶことができたので達

成できたように思う。 

・シカの対策及び捕獲作業の安全管理面のスキルアップが最も大き

い成果であった。 

・運用するわなを増やしたことで経験が得られる機会が増えたた

め、担い手育成のスピードが速まったように思う。 

・ドローンによる調査は、今まで入っていなかったところで捕獲を

するいいキッカケになった。 

・複数人で作業をする体制を設けたことが、担い手の育成や安全の

向上に大きくつながったと感じている。 

・センサーカメラがこんなに便利なものであることを知れたことは

よかった。今後の活用を検討したいと思う。 

 

【質問】 

今年度の支援で新たに見つかった課題はあるか。 

 

【回答】 

・今年度の捕獲支援は個別指導で実施たため、実際に新人が経験を

得られた機会が多く、意欲にもつながった。これまで猟友会では

新人講習として大人数を相手に講義を実施しているのみであった

が、こうした個別指導を取り入れるべきだと感じた。 
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【質問】 

伴走支援によって活動目標は達成されたか。 

 

【回答】 

・新人からベテランまでシカ対策について学ぶことが多かった。内

容も柵の設置から捕獲まで幅広く学べたので達成できたと考えてい

る。 

次年度以降の対策につ

いて 

【質問】 

次年度以降の活動はどのように考えているか。 

活動目標はあるか。 

 

【回答】 

・ベテランは捕獲に慣れており活動が形骸化してきていると感じて

いたため、今回の支援は良い刺激になった。学んだことを生かし

てさらに活動的に捕獲を継続していきたい。 

・技術や安全管理面としてはひとまず今回学んだことを再確認し

て、強化していくことを目標としたい。 

・担い手の育成についても今回作った体制で続けていきたい。 

・これからは捕獲だけでなく農家への被害対策のアドバイス等もし

ていきたい。 

 

【提案した活動目標】 

・現状の体制を継続し、担い手の育成を続けていく。 

・適宜捕獲状況の振り返りを行い、技術及び安全管理の強化や活動

目標の再認識を行う。 

・捕獲だけでなく被害対策にも積極的に関わる。 

 

 

その他 

 【質問】 

・今回支援を受けてみて感じたことや思ったことはあるか。 

 

【回答】 

・我々は捕獲をすでに実施していたため困りごとも少なかったが、

捕獲をしたことのない団体に捕獲をやらせるのであれば、もっと

支援にコストが必要であるため、捕獲の支援は、少しでも捕獲に

取り組んだ経験があるところへ行うのがよいと思う。 

・捕獲をしている団体が捕獲を続けるための仕組みをつくることが

大切だと感じる。我々は報奨金と捕獲個体をジビエにすることで

ランニングコストを稼げているが、そうした仕組みがつくれなく

てやめていったところも多い。 

・大きいジビエ加工施設を建てるとランニングコストも大きくなる

ため運用も難しくなる。仕組みづくりの際（運用初期）には個体

持ち込みにレギュレーションを設ける等の工夫も大切。 

・報奨金を上げることでやる気を上げる方法もある。 
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③ 事業実行支援の実施によって得られた成果 

⚫ 今回は被支援者の希望（シカが警戒するため大人数での実施は避けたい）により、

わな設置現場において新人に対して個別に指導を行う体制で支援を実施したが、結

果的に新人が経験できる捕獲経験が多くなったことで、新たな担い手の技術向上が

図れた（被支援者の活動目標である「担い手の育成」に寄与した）。被支援者は今

後もこうした個別指導の体制を続けていき、捕獲を継続できる組織を作っていきた

いとのことであった。 

⚫ ヒアリングの結果からも本支援によって今年度の活動目標である「シカ対策のステ

ップアップ」と「担い手の育成」が達成できたと考えられる。また、今年度の目標

の達成によって次年度の活動目標の設定及びその活動にも意欲を感じた。 

 

 支援内容のとりまとめ 

（１） 支援の評価 

事業準備支援において実施したヒアリングのとおり、本事業のの支援によって被支援

者の活動目標が達成されたため、本支援の目的であった「被支援者の活動目標の達成を

目指した支援を実施する」についても達成されたと考える。また、アドバイザリー会議

においてアドバイザーからも同様の評価を受けた。 

 

【活動目標の達成状況】 

 

⚫ 今後、被支援者が活動を続ける香川県東かがわ市において、地域住民に対し被

害対策方法を教える地域リーダーのような活動や効率的な捕獲を実施できるよ

うにシカについての知識や対策の技術を移転し、ステップアップをしていただ

く 

➢ 研修により被支援者がの新人からベテラン作業員まで捕獲から柵の設置まで

の幅広いシカ対策を幅広く学ぶことができ、特に安全管理面のスキルアップ

が行えた。 

 

⚫ 被支援者が引き続き捕獲を続けていくために、捕獲の担い手を育成する仕組み

づくりを支援する 

➢ 新人作業員を含めた複数人でわなを運用し、新人が多くのわなを管理できる

よな体制とすることで、新人への指導や捕獲の機会を増やす仕組みづくりを

行った。 

 

（２） 本支援の活用 

本事業で実施した支援は、今後他地域で支援を展開する場合に活用することができる

ように支援内容をとりまとめ、適宜手順書へ反映した。 
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 アンケート調査の実施 

 実施の目的 

施業地におけるシカ捕獲を推進するにあたり、シカの生息・被害状況、対策の取組状

況、実施体制、捕獲推進における課題等に関する情報を収集し、現状を把握することを

目的にアンケート調査を実施した。また、現在の状況把握に加え、過去の類似するアン

ケートとの比較により、林業事業体によるシカ捕獲への意識等の変化を把握することも

併せて目的とした。 

 

 設計 

（１） アンケート対象 

アンケートは都道府県林業部局を対象としたもの、全国の森林組合を対象としたもの

の２種類を設計の上、実施した。 

 

（２） アンケート実施方法 

アンケートは Google フォームによるオンラインアンケートとして実施した。都道府県

対象、森林組合対象のいずれも、林野庁からアンケート URL を電子メールにて配信し、

回答を依頼した。なお、森林組合対象については、全国森林組合連合会を通して、全国

の森林組合へ配布を行った。 

都道府県対象のアンケートについて、Google フォームへのアクセスができなかったケ

ースがあった。こうしたケースでは、都道府県に Excel で回答を入力してもらい、事務

局にて Google フォームへの入力を行った。 

アンケートは令和７年２月 12 日に配信し、当初の回答期限を令和７年２月 25 日とし

た。当初の回答期限後に、期限を延長し、最終的に令和７年３月７日まで回答を受け付

けた。 

 

（３） アンケート内容 

配信したアンケートのうち、都道府県対象のものの入力画面を図４-２-１から図４-２

-10 に、森林組合対象のものを図４-２-11 から図４-２-21 に示した。 
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図４-２-１ 都道府県対象アンケート（１ページ目） 



第４章 アンケート調査の実施 

36 

 

 

図４-２-２ 都道府県対象アンケート（２ページ目） 
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図４-２-３ 都道府県対象アンケート（３ページ目） 
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図４-２-４ 都道府県対象アンケート（４ページ目前半） 
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図４-２-５ 都道府県対象アンケート（４ページ目後半） 
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図４-２-６ 都道府県対象アンケート（５ページ目） 

 

 

図４-２-７ 都道府県対象アンケート（６ページ目） 
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図４-２-８ 都道府県対象アンケート（７ページ目） 

 

 

 



第４章 アンケート調査の実施 

42 

 

 
図４-２-９ 都道府県対象アンケート（８ページ目） 

 

 

図４-２-10 都道府県対象アンケート（９ページ目）  
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図４-２-11 森林組合対象アンケート（１ページ目） 
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図４-２-12 森林組合対象アンケート（２ページ目） 

 

 

 

図４-２-13 森林組合対象アンケート（３ページ目） 
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図４-２-14 森林組合対象アンケート（４ページ目） 
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図４-２-15 森林組合対象アンケート（５ページ目、１/３） 
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図４-２-16 森林組合対象アンケート（５ページ目、２/３） 
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図４-２-17 森林組合対象アンケート（５ページ目、３/３） 
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図４-２-18 森林組合対象アンケート（６ページ目、１/２） 
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図４-２-19 森林組合対象アンケート（６ページ目、２/２） 
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図４-２-20 森林組合対象アンケート（７ページ目） 
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図４-２-21 森林組合対象アンケート（８ページ目） 
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 結果 

以下の分析では令和７年３月３日までに得られた回答をもとに集計を行った。また、

本報告書では主要な設問の結果のみを記載し、その他の回答データは Excel ファイルと

して納品した。 

 

（１） 都道府県対象 

① 回答状況 

47都道府県中 34都道府県からの回答を得ることができ、回答率は 72％であった。地方

別の回答件数は表４-３-１に示した。 

 

表４-３-１ 都道府県対象アンケートの地方別回答状況 

地方 回答件数 回答率(%) 

北海道 1 100.0 

東北 4 80.0 

関東 8 72.7 

中部 4 100.0 

近畿中国 10 71.4 

四国 3 75.0 

九州 4 50.0 

総計 34 72.3 
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② 主要な設問の集計結果 

(i) シカの生息状況 

９割以上で主な施行地にシカが分布していると回答があり（図４-３-１）、５年前と比

較して増えている地域が半数以上であった（図４-３-２）。なお、以降の集計では、シカ

が分布していないと回答した１件を除いた 33 件をもとに集計等を行った。 

 

図４-３-１ シカの分布状況 

 

 

図４-３-２ ５年前と比較したシカの生息状況の変化 

 

11

32

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

分布状況

いる

いない

わからない

4

2

8

19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

生息状況

増えた

変わらない

減った

わからない



第４章 アンケート調査の実施 

55 

 

(ii) シカによる被害状況 

約４割の地域で被害が深刻であり（図４-３-３）、５年前と比較して被害が増えている

地域は 35％であった（図４-３-４）。 

 

 

図４-３-３ シカによる被害状況 

 

 

図４-３-４ ５年前と比較したシカによる被害状況の変化 
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(iii) 対策の実施状況 

実施している対策は防護柵（大規模）が最も多かった。捕獲に関しては、有害捕獲と

事業捕獲の実施件はいずれも 40％を超えていた（表４-３-２）。また、捕獲を実施した場

合の体制は猟友会が最も多く 12 件、林業従事者が含まれているものは６件であった（表

４-３-３）。 

有害捕獲もしくは事業捕獲を実施するにあたっての課題としては「担い手不足」が最

も多く、全体の約６割であった（図４-３-５）。また、捕獲を実施することができていな

い場合、最も大きな障害となっているものに共通するものはなく、基本的には実施予定

をそもそもしていないという理由が半数以上であった（図４-３-６）。 

 

 

表４-３-２ 対策の実施状況 

対策名 実施あり 実施率 

防護柵（単木） 9 27.3% 

防護柵（小規模柵：10m×10m 程度） 7 21.2% 

防護柵（大規模柵） 25 75.8% 

チューブ 18 54.5% 

テープ巻き・ネット巻 8 24.2% 

忌避剤 11 33.3% 

有害捕獲（報償費支給等による捕獲） 14 42.4% 

事業捕獲（委託事業等による捕獲） 16 48.5% 

実施率はシカが生息していないと回答した１件を除いた 33件中の割合を示した。 

 

 

表４-３-３ 捕獲の実施体制 

捕獲の実施体制 件数 

猟友会 12 

捕獲事業者（認定鳥獣捕獲等事業者等） 5 

鳥獣被害対策実施隊 4 

森林組合等の林業従事者 4 

森林組合等の林業従事者と捕獲事業者等の組合せ 2 
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図４-３-５ 捕獲を実施する際の最も大きな課題 

 

 

 

図４-３-６ 捕獲に至れない要因となっている障害 
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(iv) 対策事業の利用予定 

シカ等による森林被害緊急対策事業（拡充）における、令和７年度以降の利用予定と

して、ドローンの活用が３件（図４-３-７）、捕獲に必要な条件整備が２件（図４-３-８）

と利用する予定は少ない状況であった。 

 

 

図４-３-７ 緊急対策事業でのドローン活用の予定 

 

 

図４-３-８ 緊急対策事業での捕獲に必要な条件整備の実施予定 
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(v) 捕獲事業を受託できる林業事業体の有無 

捕獲事業を受託できる林業事業体を有している地域は全体の約 15％であった（図４-３

-９）。 

 

 

図４-３-９ 捕獲事業が可能な林業事業体の有無 
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（２） 森林組合対象 

① 回答状況 

98 件の回答を得た。地方別の回答件数は表４-３-４に示した。全国森林組合連合会ウ

ェブサイト（https://www.zenmori.org/）によると、令和５年３月末時点の組合数は 607

組合であり、これをもとにした全国の森林組合の回答率は 16％であった。 

 

表４-３-４ 森林組合対象アンケートの地方別回答状況 

地方名 回答件数 

北海道 0 

東北 2 

関東 26 

中部 10 

近畿中国 43 

四国 6 

九州 10 

総計 97 
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② 主要な設問の集計結果 

以降に主要な設問の集計結果を示す。前項で示したとおり、森林組合を対象としたア

ンケートは回答率 16％と低かった。このため、全国の状況を十分に反映していない可能

性があることに留意が必要である。 

 

(i) シカの生息状況 

約９割で主な施行地にシカが分布していると回答があり（図４-３-10）、５年前と比較

してシカが増えているとした回答が７割以上であった（図４-３-11）。なお、以降の集計

では、シカが分布していないと回答した７件を除いた 90 件をもとに集計等を行った。 

 

図４-３-10 シカの分布状況 

 

3
7

87

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

分布状況

いる

いない

わからない



第４章 アンケート調査の実施 

62 

 

 

図４-３-11 ５年前と比較したシカの生息状況の変化 

 

(ii) シカによる被害状況 

約３割の地域で 25％以上の植栽木に被害が生じていた（図４-３-12）。また、５年前と

比較して被害が増えている地域は５割以上であった（図４-３-13）。 

 

 

図４-３-12 シカによる被害を受けた植栽木の割合 
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図４-３-13 ５年前と比較したシカによる被害状況の変化 
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多いのは猟友会と実施で 20 件であった。また、他団体等と連携する場合に、組合職員が

分担する想定の作業を表４-３-８に示した。 
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表４-３-５ 対策の実施状況等 

対策名 

実施 効果 実施予定 

実施

あり 

実施

率 

効果

あり 

効果 

実感率 

実施

予定 

実施予定数 

/実施あり数 

防護柵（単木） 28 31.1% 20 71.4% 25 89.3% 

防護柵（小規模柵：10m×10m

程度） 
9 10.0% 5 55.6% 8 88.9% 

防護柵（大規模柵） 61 67.8% 44 72.1% 50 82.0% 

チューブ 23 25.6% 15 65.2% 20 87.0% 

テープ巻き・ネット巻 12 13.3% 7 58.3% 6 50.0% 

忌避剤 25 27.8% 9 36.0% 10 40.0% 

捕獲（組合員のみで実施） 3 3.3% 

12 75.0%注 1 24 150.0%注 1,注 2 
捕獲（組合員と捕獲事業者等

で協力して実施） 
13 14.4% 

実施率：シカが生息していないと回答した 7 件を除いた 90件中の割合を示した。 

効果実感率：対策を実施したうち、効果を実感した割合。効果あり件数/実施件数として算出。 

注 1：捕獲の効果と実施予定について、体制を分けて聞き取っていなかったため、「捕獲（組合員

のみで実施）」と「捕獲（組合員と捕獲事業者等で協力して実施）」の合計値を分母とした。 

注 2：実施予定について捕獲（わな）と捕獲（銃）を分けて聞き取っていたが、ここではプール

して示した。 

 

 

表４-３-６ 組合員の協力した作業 

作業内容 回答件数 

わな設置場所等の捕獲実施地点の選定 8 

わな等の見回り 7 

捕獲個体の埋設処理 7 

作業道の整備 6 

個体を埋設する穴の掘削 6 

捕獲資材の運搬 5 

止め刺し 4 

林道の整備 1 

捕獲個体処理施設の整備 0 
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表４-３-７ 今後の捕獲体制 

想定する捕獲体制 回答件数 

組合職員のみで実施 7 

猟友会と実施 20 

認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲事業者と実施 3 

市町村（鳥獣被害対策実施隊）と実施 10 

 

表４-３-８ 分担を想定する作業内容 

作業内容 回答件数 

作業道の整備 45 

わな等の見回り 20 

林道の整備 20 

捕獲資材の運搬 11 

わな設置場所等の捕獲実施地点の選定 9 

個体を埋設する穴の掘削 9 

捕獲個体の埋設処理 6 

止め刺し 6 

捕獲個体処理施設の整備 0 

 

 

(iv) 今後の捕獲事業への協力 

今後、“シカ捕獲を事業として請け負い、捕獲事業者等と協力して実施することができ

るか”に対する回答を図４-３-14 に示した。これまでに協力して実施したことがある組

合が 12％（「協力して実施したことはあるが、今後は協力できない」と「協力して実施し

たことがあり、今後も協力できる」の和：11 件）であった。また、今後協力の可能性が

ある組合は 43％（「協力して実施したことがあり、今後も協力できる」と「協力して実施

したことはないが、今後実施する可能性はある」の和：39 件）であった。 

捕獲作業に協力可能性がある組合について、実施可能とする作業内容を表４-３-９に

示した。最も多いのは「作業道の整備」であった。ついで、「わな等の見回り」、「わな設

置場所等の捕獲実施地点の選定」があり、わなの捕獲作業にも積極的に協力できる姿勢

があった。 

連携して捕獲事業を担うことができる林業事業体の有無については、「ある」と回答し

たのは３件であり、林業事業体による捕獲が可能な例は稀であった（図４-３-15）。 
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図４-３-14 捕獲事業者等との今後の協力 
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捕獲個体の埋設処理 11 
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図４-３-15 協力して捕獲事業を担うことができる林業事業体の有無 

 

 

(v) 捕獲の推進における課題 

林業関係者等によるシカ捕獲を推進する上での最も大きな課題についての回答結果を

図４-３-16 に示した。最も件数が多いものは「担い手の不足」で約 40％、ついで「予算

の不足」が約 25％であった。 

 

図４-３-16 林業関係者等による捕獲を推進する上の課題 
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③ 体制整備上の変化 

森林組合対象のアンケートについて、その設問の一部を平成 30 年度鳥獣被害対策コー

ディネーター等育成研修事業（野生動物保護管理事務所, 2019）（以下、「平成 30 年度事

業」）内で森林組合対象に実施したアンケートに倣って設計した。これによって平成 30年

度業務時点と現在での、対策の実施状況や体制等の変化を比較することができる。本項

では、特に捕獲に関する回答について比較することとした。ただし、本業務での回答数

が 97件に対し、平成 30年度事業では 450件以上となっている。回答を得られている範囲

が異なるため、比較は慎重に行う必要があることには注意が必要である。 

 

(i) 主要な施業地でのシカ対策の実施状況（設問 2-1） 

実施した対策のうち、捕獲（組合員のみで実施）の比較を図４-３-17 に、捕獲（組合

員と捕獲事業者等で協力して実施）の比較を図４-３-18 に示した。組合員のみでの捕獲

は変化がほとんどなかったが、組合員と捕獲事業者等で協力は平成 30 年度事業よりも実

施割合がわずかに上昇した。 

 

 

図４-３-17 捕獲（組合員のみ）を対策で実施した割合 

H30：平成 30年度事業の回答；R6：本業務での回答。 
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図４-３-18 捕獲（組合員と捕獲事業者等で協力して実施）を対策で実施した割合 

H30：平成 30年度事業の回答；R6：本業務での回答。 

 

(ii) 今後、取り組む予定の対策（設問 2-4） 

今後、取り組む予定の対策として、捕獲が選択された割合を図４-３-19 に示した平成

30 年度事業から本業務で、割合としては約２倍に増加した（平成 30 年度事業：13％、本

業務：27％）。 

 

 

図４-３-19 今後捕獲に取り組む予定の割合 

H30：平成 30年度事業の回答；R6：本業務での回答。 
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(iii) 捕獲の際に想定している体制（設問 2-5） 

今後、捕獲に取り組む予定がある場合の、体制について図４-３-20 に示した。平成 30

年度事業から本業務で、猟友会との実施の割合が上昇し、市町村との実施の割合が低下

した。 

 

  
 

 

 

 

 

 
 図４-３-20 今後捕獲に取り組む場合の体制 

H30：平成 30年度事業の回答；R6：本業務での回答。 
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 林業事業体等によるシカ捕獲実施手順書の作成 

 手順書を作成する目的 

本事業で作成した手順書は、林業事業体が被害防除を目的としたシカ捕獲を始める段

階において生じる、捕獲に参画する意欲は持ちつつも組織的な体制構築や事業運営につ

いてのノウハウがなく参画への障壁になっているという課題を解決し、林業関係者等が

シカ捕獲事業を円滑に実行できるような仕組みづくりに資することを目的として作成し

た。 

 

 手順書の位置づけ 

手順書は以下のとおり過年度に林野庁が作成した関連資料の役割を考慮して、その位

置づけを整理した。 

 

⚫ 林業事業体によるシカ捕獲実施手順書（本事業において作成） 

捕獲に参画する意欲のある林業事業体が組織的に捕獲を実施するため、シカ捕獲

の参画から捕獲事業の実行、終了までの各段階においての手順を示し、円滑な作

業実施を手助けする内容。また、モデルケース等をもとに実例を紹介し、捕獲事

業参画の実効性の向上を図る。 

⚫ シカ捕獲技術マニュアル －これから捕獲に取り組む方へ－（令和 3 年度作成、

図５-２-１） 

捕獲経験のない林業事業体がシカの捕獲作業に携わるため、シカの捕獲に焦点を

当ててその意義や作業内容への理解を深めることを手助けする内容。 

⚫ シカ捕獲事業推進マニュアル －捕獲事業を発注する方へ－（令和 3 年度作成、

図５-２-２） 

効果的な捕獲の実施を推進するため、行政担当者や事業統括者による林業施業地

での捕獲事業の設計、管理を適切に行いうことを手助けする内容。 
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図５-２-１ シカ捕獲技術マニュアル表紙 

 

 
図５-２-２シカ捕獲事業推進マニュアルの表紙 
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 手順書の構成と作成 

手順書は、林業関係者等がシカ捕獲事業を円滑に実行できるよう標準的な作業を網羅

した項目立てを基本とした。ただし、手順書の項目のうち定型的ではない内容について

は、本事業の伴走支援事例を含むことで、今後の普及を目指したより活用しやすい手順

書となるように整理した。整理にあたり、手順書の表題を「シカ捕獲体制構築手順書」

から「林業事業体によるシカ捕獲実施手順書～ニホンジカ箱わな・囲いわな・くくりわ

な捕獲～」に変更した。 

手順書には、参画段階での重要な伴走プロセスである「捕獲体制の構築」を伴走支援

がない場合にも実施できるようにアンケート調査等によって収集した情報から捕獲体制

タイプを選択する形のフローチャートとして整理した。また、伴走支援によって把握さ

れた活動目標の設定以降の支援プロセスについては、捕獲段階や捕獲体制のタイプごと

に確認が必要な項目のチェックリスト等を整備した。 

手順書の構成および各項目のねらいについては、アドバイザリー会議においてアドバ

イザーの確認を受け、その場でいただいた助言をもとに方針や内容を検討して作成した

（表５-３-１）。 

作成した手順書を巻末資料５に示す。 

 

表５-３-１ アドバイザリー会議における手順書に関する議論の概要 

アドバイザリー

会議 
議論内容 

第 1 回 

・手順書の構成について確認を行い記載内容をわな全般とすること

を確認した。 

・手順書に記載する内容について議論し「伴走支援の成果として得

られたものをケーススタディとして出来るだけ活かしつつ、今後

の森林組合等の林業事業者の捕獲への参画につながる一般的な内

容も含めるという」方針とした 

第 2 回 

・手順書は普及啓発の面も含めて林業事業体に利用いただけるよ

う、既存の捕獲体制を踏まえて自治体と協力した調整が重要であ

ること、林地での被害対策の一環としての捕獲が地域の密度管理

にもつながることを記載することとした 

・今回のモデルケースをコラムとして入れることで、特殊な事例が

基本的なものと受け取られないように注意をしながらとりまとめ

ることとした 

 

  



第６章 成果報告会の開催 

74 

 

 成果報告会の開催 

 成果報告会の概要 

林野庁職員を対象とした本事業の成果報告会を開催した。 

 

 報告会で共有した成果 

報告会では本事業の成果である手順書について共有した。 

また、成果の報告にあたっては単に手順書の内容を説明するものでなく、林業事業体

が捕獲を実施するために重要となる部分が明確となるよう、下記のとおり工夫をした。 

 

⚫ 発表は項目ごとに分けて構成する（捕獲参画の下準備、捕獲体制の構築、作業管

理等） 

⚫ 前提となる条件等を確実に説明する 

⚫ 捕獲参画を成功させるために必須となる要素を伝える 

⚫ 質疑の時間を十分に取り、参加者からの疑問にしっかりと対応する 
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 本事業の結果の活用 

 伴走支援の実施に関する考察 

本事業の実施結果から、伴走支援の実施に関して考察を行った。 

 

（１） 伴走支援の必要性 

本事業で実施した森林組合を対象としたアンケート調査では、５年前と比較してシカ

が増えているとした回答が７割以上、５年前と比較して被害が増えているとした回答は

５割以上であった。加えて、今後実施が予定されている対策のなかで、最も増加割合が

大きい対策は捕獲であったことから、各地の林業施業地で捕獲の実施が望まれており、

実際に捕獲の実施が検討されている状況が明らかとなった。 

また、同アンケートでは、林業関係者等によるシカ捕獲を推進するために必要な支援

を収集しており、収集結果（表７-１-１）から、特に捕獲の参画段階における支援の必

要性が示された。 

これらのことから、今後、林業事業体等による捕獲をさらに推進していくためには、

特に捕獲の参画段階における支援として、狩猟免許の取得や捕獲技術の移転、捕獲個体

の処理等を指導するような項目が必要であることが考えられた。 

ただし、本事業で実施した伴走支援の結果からもわかるとおり、被支援者となる林業

事業体の捕獲段階や組織体制は多種多様であるため、実施される支援は、被支援者の特

性に合わせて設計された、被支援者が自ら行う捕獲に寄り添い、補助する「伴走支援」

とするべきであると考える。 

 

表７-１-１ アンケート調査によって収集された担い手や技術の不足に関する課題

（一部抜粋） 

質問：今後、林業関係者等によるシカ捕獲を推進するために必要な支援事業があれば

具体的に記載してください。 

⚫ 処理施設等捕獲活動の円滑な運営支援 

⚫ 担い手不足対策の強化、遠隔による捕獲対策の強化、ジビエ利用推進対策の強化 

⚫ わな免許の取得、捕獲技術の習得、個体の解体方法の習得 

⚫ 担い手養成及び技術支援 

⚫ 新規人員確保の為の免許取得支援・講習教育 

 

（２） 適切な支援目的の設定の重要性 

本支援で実施した伴走支援は、支援者の特性に応じて支援目的を変化させたことによ

り、一定の成果を上げることができた。前項で述べたとおり、被支援者はそれぞれ様々

な捕獲段階にいるため、支援目的の設定は、本事業に準じて被支援者の捕獲段階を把握

したうえで適切な内容を検討する方法で行うべきである。 

また、こうした支援目的の設定は、本事業で実施したように第三者の専門家によるア

ドバイスを受けることができる場（アドバイザリー会議等）を設定することで、より被

支援者に適したものにすることができると考える。  
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（３） 伴走支援の成功に必要な要素 

林業事業体による捕獲を推進していくために必要な「伴走支援」は、これまで多くの

事業等で実施されてきた「研修」という枠組みを超えた、被支援者が自ら行う捕獲に寄

り添い、補助する支援となる。したがって、伴走支援は、被支援者の捕獲へのやる気や

意気込み等の取り組み意識に大きく依存し、その成功（林業事業体による捕獲への参画

や捕獲の継続）が左右されることとなる。このため、伴走支援の実施過程のなかでも

「捕獲に対するモチベーションの整理（第三者が伴走支援を設計する場合には適切な被

支援者の選定）」がとりわけ重要な項目であるといえる。 

実際に本事業で実施した伴走支援において選定された被支援者は、活動地域の里山環

境を維持するために実施するシカ捕獲に対して高いモチベーションを感じており、そう

した状況から捕獲の技術向上を望んでいた。また、アドバイザーである合田氏（有限会

社 合田林業 代表取締役）からも、植えた木を守ることや自分の山を守るために実施す

る捕獲にモチベーションを感じていると意見をいただいた。 

これらの実例から、捕獲に対するモチベーションの整理（または被支援者の選定）は

「捕獲の実施者としての当事者意識を持つ（捕獲の実施者としての当事者意識を持って

いる）」ことを基準にして行うべきであると考える。 

この当事者意識を持つ理由は実例のとおり、林業事業体によって様々であると考えら

れるため、個々の事例に応じた確認が必要であるが、こうした整理を伴走支援を実施す

る前に実施することにより、その後実施される伴走支援が、林業事業体による捕獲の推

進に寄与するものになると考える。 

 

 手順書の活用の推進に必要な取り組みの提案 

本事業で作成した手順書は、林業事業体等がシカ捕獲に参画するとともにシカ捕獲を

円滑に実行できるような仕組みづくりに資することを目的として作成している。こうし

た仕組みづくりに手順書が活用されるためには、捕獲を実施する林業事業体自身や捕獲

の伴走支援を行う支援者が手に取れるような工夫をすることが必要である。 

アドバイザーである合田氏からは、こうした手順書のような新しい情報を受け取る経

路として、森林組合や知人からの紹介があり、手に取りやすい形式は年齢層によってウ

ェブサイトまたは紙媒体が分かれるとの意見をいただいた。 

このことから、手順書を活用を促すために必要な工夫として、下記の２通りの方法で

提案書を配布することを提案する。 

 

⚫ ウェブサイトによる掲載を行い、全国森林組合へ掲載情報をメールにて周知する。

また同時に手順書の印刷を促す。 

⚫ 紙媒体として印刷し、都道府県や市町村、森林組合連合会等の大きい組織に対し

配布を行う。 
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 今後の捕獲の推進に向けて必要な取り組みの考察と提案 

（１） 捕獲の推進に向けた課題 

本事業で実施したアンケートの結果から、林業事業体等による捕獲を推進するうえで

大きな課題となっている要素として、担い手の不足の次に予算の不足が挙げられた。ま

た、本事業で実施した伴走支援の被支援者やアドバイザーの合田氏からも捕獲の継続に

関わる大きな要素として予算の獲得が挙げられた。 

現状、林業事業体による捕獲に係る報酬の主な獲得方法としては、捕獲事業の実施と

捕獲報奨金の２つがある。しかし、捕獲事業の実施は体制構築のハードルが高く、捕獲

報奨金は、捕獲行為にかかる役務費等の経費を賄うことが難しいという課題があり、ア

ンケートでもそうした状況を反映するように林業関係者等によるシカ捕獲を推進するた

めに必要な支援として予算措置に関する記述が多かった（表７-３-１）。 

 

表７-３-１ アンケート調査によって収集された予算の不足に関する課題（一部抜粋） 

質問：今後、林業関係者等によるシカ捕獲を推進するために必要な支援事業があれば

具体的に記載してください。 

⚫ 捕獲機材の購入支援 

⚫ 猟銃の更新補助 

⚫ 新規人員確保の為の賃金保障・移住定住促進 

⚫ 捕獲への行動へ対しての費用弁償（捕獲頭数のみの実績対価では労務雇用できな

い） 

⚫ 新植保育の造林地周辺での狩猟補助 

⚫ 罠設置見回りや捕獲を GPSデータ付きの写真で GIS上で報告し、金銭的なインセン

ティブ付与 

⚫ 林業事業体のくくりわな作成 or 購入と止め差し器具への購入補助による初期投資

緩和 

⚫ 林業者狩猟 week or month を設定し金銭的なインセンティブ付与 
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（２） シカ等による森林被害緊急対策事業の活用の推進に関する提案 

前項のとおり、捕獲の推進に向けた課題として「予算の不足」が挙げられ、その具体

的な内容として捕獲の役務費の確保や捕獲資材の購入が把握されたため、それらの解決

による捕獲の推進に向けて必要な取り組みの検討を行った。 

林野庁では、シカ等による森林被害緊急対策として、都道府県が実施する捕獲に必要

な条件整備事業に対する補助を予定している（図７-３-１）。この項目は、林業事業体へ

の直接的な補助ではないものの、林業施業地における捕獲の推進に寄与する内容である。

加えて、捕獲の条件整備として挙げられる林道の整備や捕獲個体の埋設穴の掘削は、林

業事業体が専門としている内容に近しいものであるため、そうした事業を林業事業体が

受託することによって資金を獲得し、その資金の一部を捕獲の経費に充てるような工夫

も考えられる。 

しかし、本事業で把握された各地の林業施業地で捕獲の実施が望まれている状況は、

都道府県にまでは伝わりづらく、こうした事業の活用に至っていない状況がある。 

このため、この状況を解決する方法として想定する下記の２つのアプローチを今後の

林業事業体による捕獲を推進するために必要な取り組みとして提案したい。 

 

⚫ 実際に捕獲の条件整備を必要としている場所をアンケート等により抽出し、都道

府県へ情報の共有を行う 

⚫ 林業事業体自身が活用できる「伴走支援」や「捕獲行為の役務費等に関する補助」

のシステムを検討、確立し、事業に組み込む 

 

 
図７-３-１ シカ等による森林被害緊急対策事業 PR 版（林野庁発行） 
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巻末資料 1 事業実施計画 
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巻末資料 2 アドバイザリー会議議事録 

 第１回 

（１） 事業概要と被支援者の基礎情報の確認 

以下の資料を事務局から説明し、事業概要及び被支援者の情報、本会議の論点等の議論の

前提となる確認を行った。 

⚫ 資料 1-1：事業概要とアドバイザリー会議（第 1 回）の論点 

⚫ 資料 1-2：被支援者ヒアリング結果 

 

意見を踏まえた方針 

 

なし 

 

 

アドバイザーによる意見等 

（山端）被支援者は法人格を持っているか。 

（事務局）一般社団法人である。広葉樹を薪として活用、販売することが中心で、それを

含めて地域活動を支援する団体。 

（黒﨑）今回の被支援者は想定していた団体とギャップがあるようだが、誰が選定したの

か。 

（林野庁）香川県が捕獲体制を構築する補助事業において選定した。当初、香川東部森林

組合も想定していたが対象とすることができなかった。 

 

 

（２） 支援内容についての意見聴取 

以下の資料を事務局から説明し、本事業で得る成果について議論を行った。 

⚫ 資料 2-1：伴走支援事業実施によって期待される成果及び実施する支援の全体像 

 

意見を踏まえた方針 

・ 被支援者と連携が想定される香川東部森林組合の捕獲参画への意向を聞き取る。それ

を踏まえて、連携方法を具体化していく。 

・ 単年度で実施する目標として、資料に記載の“①「五名里山を守る会の伴走支援」の

目標”とする。ただし、林業事業体と連携は本来の本業務の趣旨と重なる重要な視点

となる。そのため、森林組合との連携を検討する中で、捕獲事業体として活動の前提

となる捕獲事業の収益をあげることの重要性の説明や事業としての森林組合との連携

方法の具体化を、支援の中に組み込んでいく。 

・ シカ捕獲体制構築手順書は、被支援者への支援によって得られたものをケーススタデ

ィとして活かしつつ、今後の森林組合等の林業事業者の捕獲への参画につながる一般

的な内容も含めるという方針で、林野庁と事務局で検討の上、作成する 

 

アドバイザーによる意見等 

（黒﨑）被支援者は捕獲を、捕獲事業として実施しているのか有害で実施しているのか。 
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（事務局）有害として実施している。目的達成のためには捕獲事業に参画していくことも

重要である。 

（黒﨑）団体として利益を上げることを目的としているか。 

（事務局）利益よりも地域を活性化させることにモチベーションがある。 

（山端）山の中のシカ管理をメインにしておらず、シカが地域に出てきて問題となるであ

れば対応するという団体だと想定される。被支援者がシカの知識を持つようにすること

は、そうした問題対応に貢献でき、被支援者の活動理念にもつながるものである。一方で

森林組合との連携は、シカ管理に焦点を当てたまた違ったステップとなる。担い手育成に

ついても支援として実施できることはあるだろうが同様である。また、それらをもとにマ

ニュアルすると、類似した団体には活用できるが、森林組合等にはうまく活用できないも

のになると考えられる。 

（事務局）被支援者がシカ管理を目的とする捕獲事業体となることを目指しての支援につ

いては指摘のとおり、被支援者の活動理念と乖離すると感じた。マニュアルの作成につい

てはご指摘いただいた部分を考慮して昨年度事業の成果も使用して、必要な要素を補填し

ていくことを考えている。 

（黒﨑）事業の大まかなスケジュールを教えて欲しい。 

（事務局）今回の事業は、実行支援まで行い、将来構想をどのように実現するかの道筋を

立てるところまで。被支援者に行う支援は今年度のみである。 

（林野庁）本来 3 年間の想定であったが、単年度の事業となった。 

（林野庁）当初は森林組合にあたったが、主体的には取り組むのが難しい状況であった。

森林組合とどのように連携できるかを良く聞き取って進めると、本来の事業の趣旨に沿う

ことができるのではないか。今回連携が検討される森林組合の状況を教えてほしい。 

（事務局）香川東部市も同席された打合せでは、想定する香川東部森林組合は捕獲には参

画できないが、研修には参加する意思があることを聞いている。当該森林組合は、シカが

増えている状況は把握しているが、捕獲の実際がどのようなものかは理解していない状況

だと考えている。 

（林野庁）林業事業体が対価なく労働力だけを提供するのは難しい。どのような連携であ

れば可能かは、意見を引き出しながら進めてほしい。 

（事務局）香川東部森林組合の捕獲参画への意向を聞き取る。それからはじめて、連携に

ついて知見が得られれば、手順書に反映していく。 

（黒﨑）捕獲事業で利益を上げて進めることが重要。捕獲でも林業施業でも利益が上が

る、そういう体制を構築していく必要がある。今の段階から連携をすることを考えるのは

重要である。一方で、何年先にどこまでを達成したいのか、それによって、実施するべき

ことが変わってくる。 

（事務局）どのくらいの時間を想定するかによって、目標が変わってくるのは指摘のとお

り。今回は単年度での事業となるので、被支援者の現状の課題解決に向けた支援は必要と

なる。将来的な目標達成には、林業事業体をいかに巻き込んでいくかが重要となる。森林

組合との連携を検討する際には捕獲事業体として今後活動していくために必要な前提であ

る、収益、採算性もフォローすることを含める。 

（林野庁）今のまとめのとおりで進めてもらって良いと考えている。加えて、森林組合が

連携する上での課題や解決方法、合意形成が可能な部分についての情報が得られると良

い。 

今回の事業内で課題解決までは至らなくとも、森林組合の課題が把握できるところまでい

ければよい。 

（黒﨑）方向性は良い。「森林組合との連携」に注力し、次年度以降、森林組合の活動に

繋がれば良い。ただし、担い手育成は短期的には難しい。被支援者のみの担い手育成なの

か、林業事業体も含めてなのかで、内容が変わるのでここは検討が必要な部分である。シ

カ捕獲体制構築手順書は、被支援者が現状シカ捕獲をほとんど実施してないことを考える

と、それに合わせて作成することで、林業事業体にも使えるものになる。 
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（山端）成果としてマニュアルは重要なものである。ケーススタディであっても、被支援

者と似た団体では有用なものになる。しかし、普遍性をもたせようとすると、今回の事業

で実施していない、一般論を扱うことになる。一般的なマニュアルにするのか、ケースス

タディでも具体的な内容にするのか、そのあたりの方向性の検討は必要である。 

（事務局）成果として得られたものをケーススタディとして出来るだけ活かしつつ、今後

の森林組合等の林業事業者の捕獲への参画につながる一般的な内容も含めるという方針

で、林野庁とも調整しながら進める。 

 

 

以下の資料を事務局から説明し、本事業で実施を想定する支援内容について議論を行った。 

⚫ 資料 2-2：事業準備支援の内容について 

⚫ 資料 2-3：事業実行支援の内容について 

⚫ 資料 2-4：シカ捕獲体制構築手順書の作成について 

⚫ 参考資料 1：標準作業書（案） 

⚫ 参考資料 2：安全管理規定（案） 

⚫ 参考資料 3：従事報告様式（案） 

 

意見を踏まえた方針 

・ 研修会にて、被支援者と森林組合による連携を見据えたディスカッションを含める調

整を行う。 

※研修会では参加者の都合上ディスカッションの実施が困難であったため、後日ディ

スカッションの場を設けることとした。 

・ 研修会に参加する森林組合には、積極的な参加をいただけるよう、選定者である香川

県から声がけを行うよう依頼する。 

・ 被支援者には足くくりわなの支援を行うが、手順書ではわな全般を扱う。 

・ 安全管理規程について、被支援者に既存の規定があるかを確認した上で、どこに組み

込むかを検討する。 

・ 捕獲に不慣れな森林組合が安全に作業できるよう、作業分担の調整や使用するツール

の工夫等を研修の中に組み込んでいく。 

 

アドバイザーによる意見等 

（山端）被支援者の何人位を受講生として想定しているのか。担い手育成として、その対

象にならない層も含まれるか。 

（事務局）研修の対象とする被支援者は 8 名程度。基本的には捕獲を実施してきた人だ

が、捕獲歴 1 年の方も含まれる。加えて、捕獲の経験がない森林組合も参加予定である。 

（山端）森林組合を含めて、ビギナーの人も来てくれるのであれば、研修の後に、どのよ

うに連携できるのかといったディスカッションできる場を設けるのが良いのではないか。 

（事務局）森林組合を含めたディスカッションを入れるように調整を進める。 

（林野庁）森林組合が捕獲に参画することを想定すると、組合の経営者層、現場従事者も

参加してもらえると良い。事務局と相談して進める。 

（山端）森林組合のような受講者に誰が声をかけるか、というのが重要になる。今回選定

を行った県が、森林組合にしっかりと声をかけることが重要である。 

（事務局）森林組合の参加については、香川県に調整していただいている。香川県に今回

いただいた内容を伝え、意識を共有して進めていく。 



巻末資料 2 アドバイザリー会議議事録 

91 

 

（黒﨑）実行支援はどのくらいの期間を考えているか。手順書に関係する捕獲の手法はわ

なに限定するのか、限定するのであればどの手法か。安全管理規程については、法人全

体、野外調査、捕獲事業といった段階がある。どの段階の安全管理規程を想定するか。被

支援者に既存の安全管理規程があれば、その中のどのように組み込むかも重要になる。 

（事務局）実行支援の期間は１ヶ月程度を予定している。捕獲手法として、被支援者に対

する支援とするものは、足くくりわなに限定する予定だが、手順書には、わな全般を記載

することを想定している。銃は所持や管理面も含めてハードルが高く、今後の林業事業体

が使用する見込みが低いと想定しているため扱わない予定である。安全管理規定をどこに

どのように組み込むかは、被支援者の現状を確認の上、検討する。 

（林野庁）心配なのは事故等が起こることで、連携ができなくなること。その部分は丁寧

に研修に組み込んで欲しい。 

（事務局）わなをかけた人と見回る人が異なることによって、わなに近づきすぎるなど事

故発生リスクが高くなることは懸念されている。作業分担や使用するツールの工夫など、

安全に作業するための内容も研修に組み込んでいく。 

 

（３） その他 

 

なし 

 

 

 第２回 

１． 

（４） 事業概要と第 1 回会議での決定事項等の振り返り 

以下の資料を事務局から説明し、本会議の論点等の議論の前提となる確認を行った。 

⚫ 資料 1-1：事業概要 

⚫ 資料 1-2：アドバイザリー会議（第 1 回）の内容と決定事項 

⚫ 資料 1-3：伴走支援事業の実施によって期待される成果の変化とアドバイザリー会議

（第 2 回）の論点 

 

 

意見を踏まえた方針 

 

・ 今回のモデルケースと手順書の対象である林業事業体の違いに留意して、成果をとり

まとめる。 

 

 

アドバイザーによる意見等 

（黒﨑）林業事業体の想定は、森林組合、素材生産業者、株式会社等、どのような団体

か。 

（事務局）現場で施業をしている団体で、個人としてではなく組織として活動している団

体。 

（山端）今回の五名里山の会は、想定と少し違うと思われるので、どこに的を絞るのかが

重要。手順書の対象は、今回のモデルケースに偏らず、より一般的な林業事業体を対象と

するのが良い。三重の場合、速水林業などが捕獲を実施できるような手順書。 
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（５） 実施した支援内容の報告と評価 

以下の資料を事務局から説明し、本事業で支援内容の評価等を行った。 

⚫ 資料 2-1：実施した伴走支援の内容と結果 

⚫ 参考資料 1：標準作業書 

⚫ 参考資料 2：捕獲の実施に係る安全管理規程（例） 

 

意見を踏まえた方針 

 

・ 捕獲技術等のステップアップについては、具体的な評価ポイントを定めるなど、基準

を設けて、評価を実施する。 

 

 

アドバイザーによる意見等 

（山端）五名里山を守る会への伴走支援は、目標を達成できている。今回は特殊なケース

ではあるが、今回の「新人」はどのような位置付けか。技術的なところで「ドローン」は

誰がどこに飛ばしたのか。 

（事務局）新人は、捕獲をあまり実施したことがない人。当該地域に最近移住してきた人

で、これから有害捕獲活動に参加しようとしている。ドローンのフライトは香川県の事業

として、スカイシーカーが夜間に実施。場所は林縁から山の中に入ったところで、林縁か

ら歩いて 20 分程度。 

（黒﨑）新人がステップアップをしたと評価する際の基準となるものはあるか。ドローン

調査について、この事業との関係はどのようなものか。 

（林野庁）効率的な捕獲を実施していくために、ドローンによるシカの利用場所を絞る、

そのために、補助事業として実施。捕獲を実施していくにあたって、関係者と連携を図っ

ていくことも事業のメニューになっている。 

（事務局）ステップアップの基準は、評価項目としてまとめておく。 

（黒﨑）安全管理規程について、この団体に既に規程があったのか。 

（事務局）実際に規程はなかった。これまでは、有害鳥獣捕獲だったため、組織的な動き

は強くない状況であった。そのため、規程として定めても、団体として扱いにくい。作業

手順書の中に組み込んだ方が安全な作業を行う上で、効果的と考えた。 

（黒﨑）安全管理規程は必須になるのではないか。手順書の対象を組織とすることが前提

であるので。 

（事務局）この事業で作成する手順書では、安全管理規程は必須となるというのは同じ認

識である。 

 

 

（６） 手順書作成について 

以下の資料を事務局から説明し、手順書作成の方針について議論した。 

⚫ 資料 3-1：シカ捕獲体制構築手順書の内容と各項目のねらい 

⚫ 参考資料 3：シカ捕獲体制構築手順書（案） 
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意見を踏まえた方針 

・ 手順書は普及啓発の面も含めて利用いただけるよう、既存の捕獲体制を踏まえて自治

体と協力した調整が重要であること、林地での被害対策の一環としての捕獲が地域の

密度管理にもつながることを記載する。 

・ 今回のモデルケースをコラムとして入れることで、特殊な事例が基本的なものと受け

取られないように注意をしながらとりまとめる。 

 

アドバイザーによる意見等 

（山端）書いていることには異論はない。まず確認で、手順書には今後、大きな林業事業

体に捕獲に取り組んでもらう、それを進めるための啓発資料としての意図があると認識し

ているがそれで良いか。次に、捕獲を実施するにあたって、地元猟友会等の調整は必要に

なるので、そのためのフローなどは含めておいた方が良い。もう 1 点、密度管理との関係

など、県の施策との関連性など公的な意味があることを伝えるのも良いのではないか。 

（事務局）啓発資料の役割は本手順書に含めている。猟友会との軋轢を生まないような進

め方は重要な観点であるので内容に含めたいところであるが、手順書は林野庁が発行する

資料となるため、どこまで実情の部分を具体的に記載するかは悩みどころである。実情部

分の表現については検討していきたい。公的な役割については重要であるものの、密度管

理は環境省、今回は被害管理を対象としているという部分もあるので、林野庁の意見を伺

いたい。 

（山端）被害が大きい場所は密度も高い。つまり被害が大きい場所で捕獲を強化していく

ことが、密度管理にもつながる、社会的意義があるという書き方をしてはどうか。 

（林野庁）林業被害が、林業事業体が捕獲に参加するための動機付けになるものと考えて

いるが、そのような地域では農地での被害も発生していると考えられ、また、最近では植

生への影響によって土壌流出も懸念されている中で、林業事業体による捕獲が地域の問題

解決につながっていることを林業事業体がしっかり理解できるよう、手順書に記載してお

くことは必要。 

（黒﨑）モデルケースもここに入れて作成することになっているが、五名里山の会のケー

スが、林業事業体を対象とした手順書のコラムとして適切か。書き方に注意が必要であ

る。 

（事務局）特殊な事例が基本と誤解されないよう注意をして、手順書に記載する。表現に

も十分に注意する。 

（黒﨑）「自ら」という意味は。農地とは異なり、森林組合などは、土地を持っていない

人が捕獲を進める中で、「自ら」という部分に何を求めているのかがわかるように書いて

いくと良い。 

（事務局）説明を加えるか、伝わりやすい表現となるように工夫をする。 

 

 

（７） その他 

 

本事業に今後の展開という視点も踏まえて議論を行った。 

 

意見を踏まえた方針 

 

・ 意見を踏まえて、手順書の作成を進めていく 

 

 



巻末資料 2 アドバイザリー会議議事録 

94 

 

アドバイザーによる意見等 

（山端）林野庁として、林業事業体に担って欲しいことが伝わるような手順書になってく

れると良い。地域の林業事業体は社会貢献の意識をもっているので、農業被害の状況など

も考慮して、林地での捕獲に参画してもらえるような手順書になると良い。林地での被害

軽減の捕獲の先には、密度管理と農業被害の軽減にも貢献できる可能性があるということ

を農水省からのメッセージとして出してもらえると良いのではないか。 

（黒﨑）20-30 年で多くの木が切られ、再造林されると、林業被害がさらに深刻になる可

能性がある。農業と同じにように、林業も「自ら」ということを、理解して進めていくこ

とが、使命であり重要なことが伝われば良い。捕獲が業務になると林業事業体の人は「儲

かる」という視点を発信してほしい。それが林業事業体の参画に繋がる。 

（林野庁）捕獲対策に要するコストは大きな課題だと感じている。今回は特殊な事例とい

うことで、分析は難しかったが、狩猟関係者と林業事業体のコスト意識には差があると感

じている。狩猟関係者と連携する場合において、無償で捕獲対策に協力する林業事業体が

いるのか。アンケートなどから林業事業体の捕獲対策に対するコスト意識を明らかにでき

ると良い。地域によってはジビエ利用などで、コストを賄えるということもあるかもしれ

ない。今後のアンケートで少しでもそういうところを分析できると良い。 
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